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2026 年５月 12 日 

株主各位 

東京都文京区小石川一丁目１番１号 

太平洋セメント株式会社 

代表取締役社長  田浦 良文 

新株予約権発行に関する取締役会決議公告 

 

当社は、2026 年５月 12 日に公表した『自己株式の取得および自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）

による自己株式の買付けに関するお知らせ（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく

自己株式の取得およびコミットメント型自己株式取得（FCSR）による自己株式取得）』のとおり、中

期経営計画に基づき株主の皆様へ利益還元を図るとともに、資本効率向上を目的として自己株式を取

得するため、2026 年５月 12 日開催の取締役会において、その具体的な取得方法として採用したコミ

ットメント型自己株式取得（FCSR）と呼ばれる手法を実施することを目的として、会社法第 236 条

第 1 項、第 238 条第 1 項および第 2 項ならびに同法第 240 条第 1 項に基づき、新株予約権を発行する

ことを決議いたしましたので、同法第 240 条第 2 項および第 3 項に基づき、下記のとおり公告いたし

ます。 

 

記 

 

1. 募集新株予約権の名称 

太平洋セメント株式会社第 1 回新株予約権 

 

2．募集新株予約権の総数 

1 個 

 

3．募集新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法 

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、募集新株予約権 1 個の行使請求によ

り当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」という。）は、以下の計算式に従って算定

される株式数（単元未満株式については切り捨てる。）とする。 

  

  交付株式数＝(1)取得済株式数－(2)平均株価取得株式数（0 を下回る場合には、0 株とする。） 

 

(1)「取得済株式数」とは、2026 年５月 13 日に当社が実施する株式会社東京証券取引所（以

下｢東証｣という。）の自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに際して、当社が野村

證券株式会社（以下「野村證券」という。）から買い付ける株式数と同数とする。ただし、平

均株価算定期間（(2)(ⅲ)に定義する。）中に調整事由等（第 4 項に定義する。）が発生した場
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合には、取得済株式数は、第 4 項の規定に従って調整される。 

 

(2)「平均株価取得株式数」とは、以下の計算式に従った計算の結果得られる株式数（一株未

満については切り捨てる。）とする。 

 

(ⅰ)自己株式買付金額 
   平均株価取得株式数＝ 

(ⅱ)平均株価 

 

(ⅰ)「自己株式買付金額」とは、2026 年５月 13 日に当社が実施する東証の自己株式立会外買

付取引による自己株式の買付けに際して、当社が野村證券に対して自己株式の買付金額とし

て支払う金額と同額とする。 

(ⅱ)「平均株価」とは、平均株価算定期間の各取引日において Bloomberg L.P.が提示する

5233_JT Equity AQR の画面（またはそれに代わる画面もしくはサービス）に表示する当社

普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）の算術平均値（売買高加重平均価格

（VWAP）が表示されない日は計算に含めない。）に 99.634％を乗じて得られた金額（円位未

満小数第 5 位まで算出し、その小数第 5 位を切り捨てる。）とする。ただし、平均株価算定期

間中に調整事由等が発生した場合には、当社は、第 4 項の規定に従い、平均株価を調整する

ものとする。 

(ⅲ)「平均株価算定期間」とは、2026 年５月 14 日から行使日の前日までの期間をいう。ただ

し、平均株価の算定において、以下の①もしくは②の期間における取引日または③もしくは

④に定める取引日は平均株価算定期間に含めないものとする。 

① 当社が、野村證券または野村證券の親会社の関係会社との間で元引受契約を締結して

実施する株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む。）の募集または売出しにお

ける、当該募集または売出しに係る価格等の条件決定期間の初日から申込期日までの

期間 

② 野村證券または野村證券の親会社の関係会社が公開買付代理人となる当社普通株式に

対する公開買付けが実施される場合における、当該公開買付け実施が公表された日の

翌取引日から公開買付け終了日までの期間 

③ 東証の取引参加者による取引行為を一般的に混乱または害する事由（下記④に定める

事由を除く。）であると野村證券が判断した事由が生じた取引日（なお、野村證券が本

③に定める事由の発生を了知した場合、募集新株予約権に係る新株予約権者は、実務

上可能な限り速やかに、当社に対して、その旨を通知するものとする。） 

④ 東証の取引日において、売買高加重平均価格（VWAP）が表示されなかった取引日 

 

4．平均株価等の調整 
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(1) 平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、平均株価は、以下の規定に従って調整された、

平均株価算定期間に属する各日の売買高加重平均価格（VWAP）の算術平均値（売買高加重平均

価格（VWAP）が表示されない日は計算に含めない。）に 99.634％を乗じて得られた金額（円位

未満小数第 5 位まで算出し、その小数第 5 位を切り捨てる。）とする。 

 

平均株価算定期間中に調整事由が生じた場合、発生した調整事由に係る調整事由効力発生日（以

下に定義する。）の前日以前の各日の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）

は、当該各日の売買高加重平均価格（VWAP）に、当該調整事由について調整割合計算式（以下

に定義する。）に従って算出される調整割合を乗じた結果得られる金額（円位未満小数第 5 位ま

で算出し、その小数第 5 位を切り捨てる。）に調整される。なお、平均株価算定期間中に複数の

調整事由が生じた場合、当社は、発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、

関連する調整事由効力発生日の前日以前の各日の売買高加重平均価格（VWAP）に対して、上記

の調整を行うものとし、ある日の売買高加重平均価格（VWAP）に対し複数回の調整が行われる

ことがある。 

 

「調整事由」とは、当社が当社普通株式の株式分割、株式併合もしくは無償割当てまたは当社普

通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予

約権の無償割当てのいずれかを行った場合をいう。 

「調整事由効力発生日」とは、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行った場合には、

当社普通株式の株式分割または株式併合のための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日

の前日とし、基準日または効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とす

る。）の 1 取引日前の日をいい、また、当社が当社普通株式の無償割当てまたは当社普通株式を

対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無

償割当てを行った場合には、当該無償割当ての効力発生日の前日（効力発生日の前日が取引日で

ない場合は、その直前の取引日とする。）の 1 取引日前の日をいう。ただし、当社普通株式の無

償割当てまたは当社普通株式を対価もしくは対象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種

類株式もしくは新株予約権の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日（基準日が取引日でない場合は、その直前の取引日とする。）

の 1 取引日前の日とする。 

「調整割合」は、発生した調整事由ごとに、以下の計算式（以下「調整割合計算式」という。）

に従って計算される。なお、調整割合計算式の分母における交付普通株式数の加算は、株式併合

の場合には、株式併合により減少した株式数を減ずるものとし、当社普通株式を対価もしくは対

象とする取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式もしくは新株予約権の無償割当ての場合

には、取得または行使により交付される株式数を加算するものとして読み替えるものとする。 
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既発行普通株式数 

調整割合 ＝  

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

ただし、既発行普通株式数および交付普通株式数ともに、当社が保有する当社普通株式数および

当社に交付される当社普通株式数を除く。 

(2) 平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、基準株価（第 10 項に定義する。）は、当初の基

準株価に対して、割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した

調整事由ごとに、調整割合計算式に従って算出される調整割合を、順次すべて乗じた結果得られ

る金額（小数第 1 位まで算出し、その小数第 1 位を切り捨てる。）に調整される。 

(3) 平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合、取得済株式数は、当初の取得済株式数に対して、

割当日の翌日以降行使日までに発生したすべての調整事由について、発生した調整事由ごとに、

調整割合計算式に従って算出される調整割合で、順次すべて除した結果得られる株式数（小数第

1 位まで算出し、その小数第 1 位を切り捨てる。）に調整される。 

(4)平均株価算定期間中に調整事由が発生した場合以外にも、次に掲げる場合（「調整事由」と併せ

て「調整事由等」という。）には、平均株価、基準株価および取得済株式数（以下「平均株価等」

と総称する。）について必要な調整を行う。 

（ⅰ）調整事由に含まれない当社普通株式の発行または当社が保有する当社普通株式の処分（無

償割当てによる場合を含む。）のために平均株価等の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権

利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社

の発行済株式の全部の取得のために平均株価等の調整を必要とするとき。 

（ⅲ）その他当社既発行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により平均

株価等の調整を必要とするとき。 

 

5．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

募集新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、募集新株予約権 1 個の行使に際して出

資される財産の価額は、1 円とする。 

 

6．募集新株予約権の行使可能期間 

2026年６月 10日から 2026年９月 4日までの期間とする。 

 

7．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

募集新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条

の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円
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未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

8. 募集新株予約権の取得条項 

募集新株予約権の取得条項は定めない。 

 

9. 組織再編行為の場合の新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる

吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完

全子会社となる株式移転（以下「組織再編行為」という。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力

発生日の直前において残存する募集新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設

立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会

社（以下「再編当事会社」という。）は以下の条件に基づき募集新株予約権に係る新株予約権者に新

たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。 

(1)新たに交付される新株予約権の数 

1 個とする。 

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 

再編当事会社の普通株式とする。 

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第 3 項に準じて決定する。 

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、同新株予約権 1 個の

行使に際して出資される財産の価額は、1 円とする。 

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間 

第 6 項に定める行使可能期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から

同項に定める行使可能期間の末日までとする。 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金、新株予

約権の取得条項の有無、新株予約権の行使の条件ならびに組織再編行為の場合の新株予約権の

交付 

第 7 項、第 8 項、第 10 項および本項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(7)その他の条件については、再編当事会社の条件に準じて決定する。 

 

10．その他の募集新株予約権の行使の条件 

(1)募集新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2) 募集新株予約権の行使を行わないことを決定した場合には、募集新株予約権に係る新株予約権

者はその旨を当社に速やかに通知するものとする。当該通知が行われた日以降、当該募集新株予
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約権を行使することはできない。 

(3) 平均株価が 2026 年５月 13 日に当社が実施する東証の自己株式立会外買付取引における取引価

格（以下「基準株価」といい、平均株価算定期間（第 3 項に定義される。）中に調整事由（第 4

項に定義される。）が発生した場合、同項の規定に従って調整される。）と同額または基準株価を

下回る場合には、募集新株予約権を行使することはできない。 

 

11．募集新株予約権の払込金額 

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

募集新株予約権はコミットメント型自己株式取得（FCSR）における調整取引のために発行される

ものであり、当社は、募集新株予約権の発行要項および割当予定先との間で締結した割当契約に定

められた諸条件を考慮した募集新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際

会計（以下「赤坂国際会計」という。）に依頼した。赤坂国際会計は、募集新株予約権の権利行使が

行われない場合には、割当予定先から一定数の当社普通株式が無償で提供される等の割当契約記載

の条件も考慮しつつ、当社普通株式の株価変動率、募集新株予約権の行使条件等を勘案し、新株予

約権の評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、募集新株予約権

の価値評価を実施した。当社は、割当予定先が取得する FCSR 取引における地位は単に将来の一定

の時点までの株価の騰落を事後的に精算するという地位に過ぎず、株価は基本的に上下どちらにも

変動しうる以上、積極的な価値を持たず、募集新株予約権および無償取得条項を一体として評価す

れば価値は零であると評価できることから、赤坂国際会計の評価を参考にしつつ、募集新株予約権

の内容を勘案の上、無償での募集新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断し、募集新

株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。また、募集新株予約権について、監査役

4名全員（うち社外監査役 2名を含む。）から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、募集

新株予約権の発行が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実

は認められない旨の意見を得ている。 

 

12．募集新株予約権を割り当てる日 

2026 年５月 27 日 

 

13．募集新株予約権の割当予定先との間で締結した割当契約における定め 

(1)当社普通株式の無償取得 

割当予定先が募集新株予約権の行使を行わないことを決定し、第 10 項第(2)号に定める通知を送

付した場合には、当社が割当予定先より、平均株価取得株式数から取得済株式数を控除して算出

される数の当社普通株式を無償で取得する。 

(2)募集新株予約権の譲渡制限 

割当予定先は、募集新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の書面による事前承認を要す

るものとする。 
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14．募集の方法 

第三者割当の方法によりすべてを野村キャピタル・インベストメント株式会社に割り当てる。 

 

なお、上記の自己株式の取得およびその具体的な取得方法であるコミットメント型自己株式取得

（FCSR）につきましては、当社の本日付のプレスリリース「自己株式の取得および自己株式立会外買

付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ（会社法第 165 条第２項の規定によ

る定款の定めに基づく自己株式の取得およびコミットメント型自己株式取得（FCSR）による自己株式

取得）」も合わせてご参照ください。 

以  上 


